
支援措置対象者の住所漏洩について

弁護士から「訴えの提起」を目的とした申請により、支援措置対象者が所有する  

土地・家屋の「固定資産評価額証明書」を、本市が支援措置対象者の現住所を削除  

せず交付しました。後日、当該証明書の申請をした弁護士が、支援措置対象者の配偶

者の委任弁護士（Ａ）であることが判明し、支援措置対象者の現住所の漏洩が発覚  

しました。

※「支援措置」とは、配偶者からの暴力、ストーカ行為等、児童虐待などから被害者

を保護するため、加害者が被害者の住所を探索することを目的とした住民票や戸籍

の写しなどの取得を制限する制度です。

●事故の経緯及び経過
◎申請のあった日 令和４年１０月３日
・弁護士からの郵送により、「訴えの提起」を目的とした支援措置対象者の「固定

資産評価額証明書」の交付申請書を受理。

・証明書発行担当者は、交付申請書、申請した弁護士の身分証明書及び運転免許証

の写しに不備がないことを確認、支援措置対象者の現住所を削除せず当該証明書

を出力。

・証明書照合担当者は、出力された当該証明書の内容について確認。

・証明書発行担当者は、照合済となった当該証明書を郵送にて交付。

◎発覚した日 令和４年１１月２８日
・支援措置対象者の委任弁護士（Ｂ）から「固定資産評価額証明書」の交付に

ついて電話による問い合わせ。

・申請記録を調査し、支援措置対象者の現住所記載の当該証明書の交付を確認。

・令和４年１０月３日に交付申請した弁護士が、支援措置対象者の配偶者の委任

弁護士（Ａ）であることが判明。

◎安全確保 令和４年１１月下旬
・警察に対し支援措置対象者の安全確保の協力要請。

◎謝罪 令和４年１２月上旬
・支援措置対象者の意向により、支援措置対象者の委任弁護士（Ｂ）に謝罪文を

手渡し支援措置対象者に渡してもらうよう依頼。

※現在、支援措置対象者の支援措置は解除されています。

松 戸 市 報 道 資 料

令和５年３月１６日 



●事故の原因
令和４年４月１日地方税法等の改正により、現住所掲載により生命又は身体に 

危害を及ぼすおそれがあると認められる場合、固定資産各種証明書の現住所を削除

して交付できることとなりましたが、当該担当者は、支援措置対象者であっても 

弁護士の申請に対しては通常どおり交付するという思い込みから現住所を削除せ

ずに交付してしまいました。

●示談日及び慰謝料額
・示 談 日 令和５年３月６日

・慰謝料額 ４００，０００円

●再発防止対策
支援措置対象者等の固定資産各種証明書の交付に際し、管理職が証明書の現住所

削除及び出力の一連の操作を実施、処理の一元化を図ることとし、チェック体制の

強化及び個人情報の安全管理を徹底します。

  職員に対しては、事務フローなどにより支援措置に係る各種証明書発行・交付 

事務手続きの周知徹底を図り管理職との連携を強化します。

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市財務部固定資産税課  ☎０４７－３６６－７３２３　

ＦＡＸ０４７－３６５－９４８８　✉ mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp 
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○自治省税務局固定資産税課長内かんにより示された様式 
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